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市民の皆さん 

    県民の皆さん 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
私たち抜きに 
私たちのことを決めないで！ 

  

 
 

もうやめてよ！「障害者自立支援法」 
だれでも どこでも 安心して暮らせる埼玉に！ 

 

―０８．１２．１５県民集会実行委員会― 

埼玉県障害者協議会（社会福祉法人埼玉県身体障害者福祉協会 社団法人埼玉県手をつなぐ育成会 社団法人埼玉県障害難病団

体協議会 NPO 法人埼玉県腎臓病患者友の会 ベーチェット病友の会埼玉県支部 埼玉県自閉症協会 社団法人埼玉県筋ジストロフィ

ー協会 埼玉県心臓病の子どもを守る会 社団法人日本リウマチ友の会埼玉支部 埼玉県膠原病友の会 埼玉視覚障害者の生活と権利

を守る会 埼玉肢体障害者連絡協議会 社団法人埼玉県身障者問題をすすめる会 埼玉県重症心身障害児（者）を守る会 社団法人埼

玉県聴覚障害者協会 埼玉県精神障害者家族会連合会 埼玉県障害児教育振興協議会 きょうされん埼玉支部 埼玉県原爆被害者

協議会  障害児者を守る所沢連絡会  障害児者とともに歩む会  障害者（児）の生活と権利を守る上尾市民の

会  社団法人  日本オストミー協会埼玉県支部  全国障害者問題研究会埼玉支部  障害者の生活と権利を守る

埼玉県民連絡協議会  埼玉県難聴者・中途失聴者協会  社団法人厚生車輌福祉協会  ＮＰＯ法人さいたま市障

害難病団体協議会  熊谷市障害者団体連絡協議会  ポプリ（埼玉県精神障害者団体連合会）  埼玉県精神障害

者小規模作業所連絡会  埼玉県障害者音楽交流推進協議会  脳外傷友の会「さいたま」  埼玉盲ろう者友の会  

ＮＰＯ法人埼玉障害者センター  社団法人埼玉県視力障害者福祉協会  鳩山障害者三団体連絡協議会  埼玉県

盲人福祉協会  埼玉知的障害者相談員連絡会  埼玉県身体障害者相談員連絡協議会  埼玉県肢体不自由児者父

母の会連合会）  埼玉県発達障害福祉協会 埼玉県身体障害者療護施設協議会 埼玉県社会就労セ

ンター協議会 埼玉県精神障害者社会復帰施設運営協議会 埼玉県知的障害者入所施設家族会連

合会 さいたま市障害者協議会 埼玉県社会保障推進協議会 埼玉障害者自立生活協会 

 

 

 



２００８年１２月１５日 
 

 

12.15 埼玉県民集会 もうやめてよ！「障害者自立支援法」 

だれでも どこでも 安心して暮らせる埼玉に！ 

アピール 
 

 障害者自立支援法（以下自立支援法）が成立して 3 年、この法律は障害のある人や家族

の暮らしに大きな影響を与えました。県内の 6 団体で実施した自立支援法の影響調査によ

れば、2008 年 7 月末日現在で 127 人の人が施設を退所していることがわかりました。また、

自立支援法の影響による職員の退職は 45 人という結果が出ています。自立支援法は障害の

ある人や家族、職員に多大な影響を及ぼしています。 
「もうやめようよ 障害者自立支援法 10.31 大フォーラム」が開催され、日比谷野外音

楽堂には 6、500 人余りの参加者が集まり、自立支援法の根本問題を解決する必要性を訴え

る声は日に日に大きくなっていきます。また、同日には自立支援法訴訟の原告が全国で一

斉提訴を行い、県内からは 7 人が原告として立ち上がりました。行政や政府に訴え続けて

きたものの、一向に改善しない状況に司法に訴えるほかないという切羽詰まった決断でし

た。 
 自立支援法の施行を機に、埼玉県内ではさまざまな障害者団体が大同団結し、県民集会

を開催してきました。そして、今年もまた自立支援法の出直しを求め、埼玉会館に集まり

ました。 
私たちは、自立支援法の根本課題である応益負担制度を撤廃し、障害者施設の運営を不

安定にさせている日額方式と低廉な報酬単価の抜本的な見直しを国に強く求めます。そし

て、市町村の裁量に委ねられた地域生活支援事業に国の財政責任を求めるとともに、埼玉

県が各市町村の実態を把握し、「だれでも どこでも 安心して暮らせる埼玉」を実現す

ることを強く要望します。そして、生活ホームや心身障害者デイケア施設などの他県に秀

でた県単事業を後退させることなく、発展させていくことを求めます。そのためには人材

確保のための思いきった対策が必要です。 
2009 年には 3 年目の見直しが行われます。このままでは障害者福祉はずるずると後退を

余儀なくされます。これ以上の後退を食いとめ、障害のある人の生きる権利を守っていく

ために、県民集会参加者一同は、心を合わせ、「もうやめてよ！障害者自立支援法」と叫

び続けたいと思います。 
世界の潮流は、障害者権利条約に掲げられているように、障害のある人の暮らしと権利

を守るために、社会にある障壁を取り除くことをうたっています。わが国の最も大きな障

壁はいまやこの自立支援法なのではないでしょうか。埼玉県、県内各市町村、横に手をつ

ないだ障害関係団体が声を合わせ、力を合せ、自立支援法の抜本的な見直しを訴えます。

そして、多くの埼玉県民にこうした現状を訴え、障害のあるなしにかかわらず、暮らしや

すい埼玉の実現に向けて、協力の輪を広げていきたいと思います。 
 

 
 

実行委員会事務局 
NPO 法人埼玉県障害者協議会事務局 

〒３３０－８５２２ さいたま市浦和区大原３－１０－１ 
埼玉県障害者交流センター内 

TEL ０４８－８２５－０７０７ 
FAX ０４８－８２５－３０７０ 


